
平成２５年度 一般監査結果について

平成２５年度において、中部地方整備局管内３６事務所の内１４事務所を対

象として実施した「一般監査」の結果を取りまとめましたので公表します。

監査目的としては、「事務の合理的運営」「官紀の保持及び不正行為の防

止」に資するとともに、国民の視点に立った監査の運営を行うものです。

監査項目及び監査結果については、別添のとおり、概ね良好でありました

が、不十分な箇所については指導を行って参りました。また、模範となる事例と

して推奨としたものが１件ありました。

今後においても、監査結果を踏まえ、適正な業務執行を指導していきます。

平成２６年１月

主任監査官



平成２５年度　　一般監査結果

平成２６年　１　月

中部地方整備局　　主任監査官室



平成２５年度　一般監査結果

１．監査目的
　事務の合理的運営、官紀の保持及び不正行為の防止に資することを目的とすると
ともに国民の視点に立った監査の運営を行う。

２．監査項目 〔４４項目〕
　　（１）全国共通重点監査項目

（コンプライアンス推進計画の取り組みについて点検する。）
　○職員の意識改革に た取り向け 組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２項目
　○入札契約手続きの見直しと情報管理の徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７項目
　○再発防止対策の周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １項目

（監査方法）
　・１ヵ月前に事前質問票を配付し、回答を２週間前に提出させ、追加質問を検討
　・質問回答者は基本的に、入札契約手続きの見直しと情報管理の徹底は経理課長、及び
　　発注担当課長。その他は副所長
　・現地確認を実施（入札契約＝執務室の入室制限の状況の確認・予定価格等の保管状況で
　　金庫を確認、入契資料ファイルのパスワード管理状況の確認　等）
　・監査当日、変更契約金額の大きいものを中心に工事等から事案を抽出し、設計書・指示協議
　　簿・契約関係書類一式を用意させ、書類チェック及び発注担当課長等から変更内容が適正か
　　などの聴き取りによる確認を実施。
　・任意の職員からコンプライアンスの周知の状況を聴き取りにより確認
　・事前質問は１０項目５６件、当日質問は６１件。
　・書類整備の状況、記載内容の妥当性、一連の書類の整合性等を確認。

　　（２）中部地方整備局監査項目
（基本監査項目：監査規則に基づく監査基本事項を点検する）
　○事務の適正かつ合理的運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８項目

（重点監査項目：国民の視点から業務執行のあり方などを点検する）
　○官紀の保持及び不正行為の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　２項目
　○行政情報の管理等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３項目
　○入札契約過程の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２項目
　○職員の健康・安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２項目
　○事故防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２項目
　○危機管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３項目
　○人材育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １項目
　○社会貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １項目

（監査方法）
　・１ヵ月前に事前質問票を配付し、回答を２週間前に提出させ、追加質問を検討
　・事前質問票と同時に資料を請求。事前提出資料と当日提出資料を明示。
　・質問回答者は基本的に所属長及び係長
　・現地確認を実施（事務＝経費削減の実施状況（節電、備品類）の確認、金券の保管状況
　　で金庫を確認、車両管理体制の整備の確認、工事現場＝施工体制の確認、セキュリティ
　　ー＝情報セキュリティー状況の確認、用地＝用地管理状況の確認　等）
　・事前質問は３４項目１８０件、当日質問は１８５件。
　・書類整備の状況、記載内容の妥当性、一連の書類の整合性等を確認。



３．推奨とされた監査項目

推奨とされた
監査項目

事務所数 概　　　要

【事務の適正かつ合理的
な運営】

（経常的経費の節減）
1

入札契約手続運営委員会で使用する資料のうち、入札公告、入札説
明書を既存６５インチのモニターに表示させ、資料配付を取り止めた。
委員会の審査機能を確保するため、入札公告等は標準文例以外の
記載箇所を着色して見やすい表示としている。
これにより、年間推計で１１万枚のコピー経費の削減と、回収廃棄の
減量が図られる。
●現有機材を利用し、工夫しながら、いち早く経費削減に取り組む姿
勢は推奨に値する。



平成２５年度　監査概要　　

対象事務所 監査体制 監査実施日

1 越美山系砂防事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

9月19日

2 天竜川上流河川事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

10月10日

3 紀勢国道事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

10月17日

4 豊橋河川事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

10月23日

5 新丸山ダム工事事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

10月28日

6 名古屋国道事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

10月30日

7 富士砂防事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

11月6日

8 静岡河川事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

11月7日

9 高山国道事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

11月11日

10 愛知国道事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課）・用地部課長補
佐

11月13日

11 矢作ダム管理所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課） 11月22日

12 三峰川総合開発工事事務所
主任監査官・入札契約監査官・監査官（事）・監査官
(技)・建設専門官（情報通信技術課） 12月2日

13 名古屋港湾事務所
港湾空港情報管理官・監査官（事）・監査官（事）・総
務部課長補佐 10月23日

14 四日市港湾事務所
港湾空港情報管理官・監査官（事）・監査官（事）・総
務部課長補佐 11月8日

 



監 的

　　　　　　　平成２５年度　一般監査結果の総評

区分 査目 監査項目 監査内容 総評
全国共通重点事項

コンプライアンス　～コンプライアンス推進計画の取り組みについて～

コンプライアンス推進
体制の強化

事務所コンプライアンス推進室の設置及
び活動状況

・コンプライアンス推進室の設置、コンプライアンス・ミーティング年間ス
ケジュールの作成を確認。特に、コンプライアンス・ミーティングは、ス
ケジュール通り確実に実施していることを確認。

職員の意識改革に
向けた取組

幹部職員による意識啓発、ｅ－ラーニング
等の実施、ミーティングの実施、マニュア
ル類の周知の取り組み及び周知状況

・一部改正された発注者綱紀保持規程、マニュアルを、定例会、メー
ルなどを通じて全職員へ周知していることを確認。
・ｅラーニングの受講率を高めるため、副所長が主となり、全職員へ周
知・依頼していることを確認。なお、全職員が受講している事務所が複
数あった。
・定例会、コンプライアンス・ミーティングなどを通じて、職員の意識啓
発に取り組んでいることを確認。

事業者等との応接方法の周知・徹底、副
所長室の相部屋化等の取組状況

・事業者との対応方法については、定例会などを通じて全職員へ周知
されていることを確認。
・副所長室の相部屋化については、耐震上の課題から検討中となって
いる１事務所を除き、実施済又は、予算が確保され次第相部屋化の
予定となっている。

不当な働きかけに対する報告の徹底の取
り組み状況及び周知状況

・定例会などを通じて全職員へ周知していることを確認。また、事務所
長は、通報しやすいよう、風通しのよい環境作りに心掛けている。

入札契約手続き運営
委員会の実施状況
等執行体制

入契委員会運営要領の改正状況
委員会の開催状況・参加状況
運営要領に基づく適切な審議

・各事務所とも運営要領の改正を行っていることを確認。
・委員会は概ね週に１回開催されていることを確認。
・各事務所とも入契委員会は運営要領に基づき適切に審議されてい
ることを確認。

入札手続における情
報管理の徹底

入契資料の保管（処分）状況
発注担当課への情報漏洩対策
品確センターとの資料送受信方法
入札参加業者名等のマスキング状況
試行工事における入札書と技術提案書の
同時提出状況
試行工事における業者提出資料のマスキ
ング状況
業務委託に係る入契資料の作成者及び
資料の保管状況

・入契資料の回収・保管については確実になされていることを確認。
・入札参加申請書及び入契資料のデータの保存は、情報漏洩対策の
ため、ＭＯなどの媒体に保存するか、パスワードを付して行うべきとこ
ろ、事務所の共有ドライブにパスワードが付されずに保存されており、
職員の誰もが閲覧可能となっている事例があったため「指摘事項」とし
た。
・品確センターとの資料の送受信は、情報漏洩対策のため、パスワー
ドを付して行うべきところ、パスワードが付されずに行われていたため
「指摘事項」とした。
・入契資料のマスキングは確実になされていることを確認。

予定価格

予定価格下調べ及び予定価格の作成者
確認
予定価格作成時期（後ろ倒し状況）
予定価格及び加算点調書の作成後の保
管場所・保管責任者・流れ

・各事務所とも予定価格の作成状況、作成時期、保管状況は適正に
処理されていることを確認。

設計・積算
設計変更
監督
検査

設計・積算書の作成状況・保管状況
一般管理費の入力状況
指示簿の処理・保管場所
設計変更ガイドライン・一部中止ガイドライ
ン・設計変更に伴う適正な措置に基づい
た各事務的手続きの実施状況
役務契約の設計書のパスワード管理状況

抽出により確認。
・各事務所の３０％を超える変更を行った案件を確認したが、やむを得
ない理由により変更の処理を行っており特に問題となる案件はなかっ
た。
・平成２０年度に発出された「設計変更に伴う適正な措置」の内容は周
知していた。
・役務契約の設計書については共用ファイルではなく各個人のＰＣに
保存されている事例が多かったが、ＰＣ立ち上げ時のパスワードが容
易に推測できるものであり、設計書のファイルにもパスワードが付され
ていなかった事務所があったので、ＰＣ立ち上げ時のパスワードの変
更またはファイルにパスワードを付すよう指導した。

ICカード
電子入札におけるICカードの保管状況
契約担当課以外の所持の状況

・各事務所とも金庫に保管され他に貸出していることはなかったことを
確認。

執務室
設計・積算担当課への入室制限
業者等との対応状況
在席業務における受託業者の執務場所

・入室制限については適切に表示がなされていたことを確認。
・業者等との打合せは適切な場所において行われていることを確認。
・在席業務の従事者は執務室と分離された場所で執務を行っていた
ことを確認。



情報公開の適正化
公表事項、公表時期の実態調査
閲覧での公表とＨＰへの公表の時期

・公表時期は適切であることを確認。
・通則的事項については一部の事務所において最新のものに差し替
えられてなかったため最新のものに差し替えるよう指導した。

再発防止対策の周
知

建設業界への再発防止対策の周知状況
及び推進計画に基づく整備局の取組の
周知状況

・各県ブロックで開催されている建設業界との意見交換会や事務所主
催の工事安全協議会において周知、協力依頼をしていることを確認。

中部地方整備局基本項目

事務の適正かつ合理的な運営

（総務関係）

庁舎及び宿舎管理
事務所・出張所の庁舎管理実態、来客の
受付・案内状況、宿舎の修繕状況

・庁舎管理については、施錠管理をはじめ、管理者の指定等、適正に
管理されていたことを確認したが、一部の事務所において、火気責任
者の表示が不足していたので指導した。
・来訪者に対して、受付を設け、案内する体制が整えられていることを
確認。
・宿舎管理については、入居者には入居時に個人負担分の周知がな
され、修繕については、適正に処理されていることを確認。

経常的経費の節減

今年度の定期刊行物等の節減の取組、
実行している光熱水費（電気・ガス・水道）
の節減対策、携帯電話の節減状況、その
他の経費節減対策

・定期刊行物等については、毎年見直されていることを確認。
・光熱水料等の節減については、昼休みの消灯を行うなど節減対策を
実施していることを確認。
・携帯電話は、プランの見直しや月別毎の確認を実施しており適正に
行われていることを確認。
・テレビの台数については、一部の事務所において削減可能と思われ
る設置箇所があったので、必要最小限に削減するよう検討を指導し
た。

金券管理
IC乗車券、バス乗車券、タクシー券、有料
道路等の回数券及びＥＴＣカード、収入
印紙、切手、その他の金券の管理状況

・金券については適正に管理されていることを確認。

公用車使用

「公用車使用伝票」の提出と実態の整合
性、「運転日誌」の記載・管理者の検印の
確認、
「自操運転」が取扱要領に基づく使用とな
されているかの確認

公用車の使用及び書類の整備については、適正に処理されているこ
とを確認。

車両管理業務委託
の適正化

委託車使用管理体制の整備及び業務注
文系統の確立状況の確認、委託車両使
用マニュアル(H22.4.1改正)等の職員周
知及び遵守状況の確認

車両管理業務委託については、適正に周知及び遵守されていること
を確認。

被服等の貸与 被服等の使用実態を踏まえた更新状況
被服等の更新状況は、使用実態を確認し必要数を定期的に更新して
いることを確認。

（行政相談等）

行政相談 受付体制の確認と窓口対応の指導状況
受付体制については、整備・周知されていたことを確認。窓口対応の
指導については、周知徹底されていたことを確認。

公益通報 周知状況
定例会等で周知されていたが、外部の公益通報者からの通報を適切
に受付窓口に案内できるよう再度周知するよう指導した。

（広報関係）

ホームページ
ＪＩＳ規格準拠、掲載内容、更新頻度、更
新者、バリアフリーの確認

・ホームページの更新が適切に実施されていることを確認。
・ＪＩＳ規格に準拠するよう努めていることを確認。

応答状況
ホームページを介した問い合わせ状況
（内容、件数）の確認、応答状況（対応窓
口、レスポンス時間等）の確認

・メールによる問い合わせ対応窓口を設定していることを確認。
・回答を要する案件については、できる限り短期間で回答するよう努め
ていることを確認。また、幹部の決裁（確認）後に実施するなど適正に
処理されていることを確認。

（用地関係）



不正・不法行為の防
止

補償金算定等に係る多段階チェック体
制、補償金明細表の作成及び整理の状
況、用地交渉の人員等、補償金額提示の
状況、補償確認書によるチェックの状況、
検査の実施状況、不当要求行為に対す
る危機管理体制

・用地担当課長自らも含めた補償金算定等に係るチェック体制は整っ
ていることを確認
・補償金明細表は適切に作成されており、補償金明細表に基づく契
約内容のチェックも適正に実施されていることを確認
・補償確認書の作成及び土地引き渡し等の完了検査は、適正に実施
されていることを確認
・不当要求事案はないが、不当要求に対する危機管理体制は整って
いることを確認

適正な用地取得業務

局長承認事項以外の取扱、事務所長決
裁の内容及び添付書類、土地価格及び
物件移転料の時点修正、見積書の徴収
方法と内容、直近の基準等改正事項の運
用状況、個人情報の取扱状況

・事務所長決裁は、適正に処理されていることを確認
・事務所長決裁、補償額の算定と時点修正及び契約手続等について
は、最近の基準等改正事項も含め、適正に処理されていることを確認

用地管理
取得済み用地の管理（現地確認）・引継
の状況

・取得済み用地は適正に管理されていることを確認。
・工事完了後における用地管理担当課への引継ぎは、適正に行われ
ていることを確認。

（工事関係）

円滑な事業執行
事業執行管理（ＰＭなど）の取り組み状況
及び情報の共有

・定期的な調整会議やＰＭにおいて、工程管理や課題対応の調整な
どの情報共有を実施し、円滑な事業執行に取り組んでいることを確
認。

工事執行プロセス

設計成果の品質向上、設計図書の条件
明示、付加的業務の運用、現場推進会議
などの活用、ＡＳＰの活用、一時中止手続
きの取り組み状況

・合同現地調査や設計審査会などを行い設計成果の向上に取り組ん
でいることを確認。
・工事発注後の現場での課題解決のため、受発注者による施工プロ
セス会議や必要に応じコンサルタントを含めた現場推進会議などを実
施していることを確認。
・発注後早い段階において、受発注者の情報共有の場として、「工事
準備打合せ会」を実施している事務所もあった。

不適切事項防止対
策

ミス防止対策の確認
・ミス防止のため、ミス事例の周知、複数職員によるチェックがされてい
ることを確認。職員が少ない状況もあり、係長・課長のラインでのチェッ
クが殆どであった。

工事監督支援、積算
技術、技術審査、資
料作成等業務委託

業務内容と仕様書との整合、支払いの確
認

・受注者への指示方法、成果品の受取など適正に実施されていること
を確認。
・業務指示は、管理技術者を通じて行っていることを確認。今後も継続
的な周知を依頼した。

コスト縮減
行動計画、委員会等の開催状況、計画、
設計、工事段階の取組状況

・現場で発生する土砂などについて、県市町や地域と連携を図り、有
効利用に取り組んでいることを確認。

中部地方整備局重点項目

官紀の保持及び不正行為の防止

官紀の保持
国家公務員法第９６条～１０６条（服務関
係）及び国家公務員倫理法等の周知状
況等の取組

官紀の保持については、定例会議やコンプライアンス・ミーティングな
どの機会を捉えて、国家公務員法や国家公務員倫理法等について周
知されていることを確認。

不正行為の防止 不正行為の防止、不当要求行為防止

・不正行為の防止については、定例会議、メール等を通じて全職員を
対象に周知されていることを確認。
・来訪者対応マニュアルを周知するとともに、不当要求者と対応する
部屋を予め決めていることを確認。

行政情報の管理等

行政文書の管理・保
管

備付簿冊の整備状況
標準文書保存期間基準の見直し状況
行政文書ファイル管理簿の登録状況
文書の保存状況
保存期間満了時の措置状況

・簿冊類は適正に整備されていることを確認。
・行政文書の保存状況については、概ね良好に書庫等が整理整頓さ
れていたことを確認したが、保存期間、分類等が記載されていないも
のがあったので記載を指導した。
・保存期間満了時の処理については、一部に廃棄漏れの文書があっ
たので廃棄するよう「指摘事項」とした。

個人情報の保護
保有個人情報取扱状況記録台帳の整備
状況、使用状況の記録

保有個人情報取扱状況記録台帳については、一部の課で更新して
いない事務所があったので、更新するように指導した。また、個人情報
の記載内容が不足しているものがあったので適正に記載するよう指導
した。



情報セキュリティポリ
シー

情報セキュリティポリシー実施手順書の実
施状況
・組織と体制の整備状況
・情報についての対策状況
・情報セキュリティ要件の明確化に基づく
対策状況
・情報システムの構成要件についての対
策状況
・個別事項についての対策状況

・情報セキュリティ対策委員会支部の体制及び連絡網が整備されてい
ることは確認できたが、一部の事務所で障害・インシデント発生時の連
絡体制表不備が見られ、整備と周知について指導した。
・情報システム機器の管理台帳、電子計算機の構成、利用者を特定
する台帳が整備されていることは確認できたが、一部の事務所で記載
内容の更新がされていなかったため速やかな調査を指導するととも
に、端末の廃棄方法の一般的注意事項について教示した。
・期間業務職員に対する情報セキュリティの遵守事項に係る「誓約書」
が適切に取得されていることを確認。
・定例会及び注意喚起メールを利用するなどして、一定のセキュリティ
教養が実施されていることが確認できた。インターネット利用する犯罪
被害やトラブルの発生が大幅に増加していることから、職員に対して
更なる注意喚起と勉強会等の開催を検討するよう指導した。
・ＵＳＢメモリ・ＣＤ・外付けHDD等の外部記録媒体の管理やウイルス対
策は一応なされていたが、情報流出の未然防止の観点から媒体の管
理とウィルス対策を徹底することを継続的に職員に指導するよう指導し
た。
・自己点検票の集計結果を点検し、情報入手の際の格付け及び取扱
制限の検討、情報の参照が許されている者が認識できる方法で明示
すること、情報の提供や端末の持ち出しの際の注意について、セキュ
リティの自己点検時等に職員に教養をするよう指導した。
・機器室の施錠及び入退出管理は管理簿を整備し適正に管理されて
いることを確認。
・ソフトウェアライセンスが適正に管理されていることを確認。今後も適
切な管理に努めるよう指導した。

入札契約過程の適正化

品確センターとの連
携の状況

入契委員会への参加状況
契約担当課、発注担当課との連携

・各事務所とも入契委員会に品確センターからの出席を得ていること
を確認。
・品確センターが置かれていない事務所からは「センターとの日程調
整が煩雑である」「急な入契委員会開催への日程調整が困難である」
との意見があった。

発注方式・入札方式
及び執行手続きの妥
当性

発注手続き・入札方法の妥当性
少額随契の適正な執行
役務契約における競争参加基準の妥当
性
再委託の妥当性

抽出により確認。
・各事務所とも少額随意契約については業者の選定基準等を定める
等適正に処理されていたことを確認。
・役務契約において多数の事務所において１社応札の案件があった。
ほとんどが電通・機械設備の保守点検であったが競争参加基準につ
いては緩和可能部分は緩和しており特に問題はなかったことを確認。
・再委託については主たる部分が再委託されている案件はなかったこ
とを確認。

職員の健康・安全管理

健康・安全管理

健康安全管理委員会の運営状況健康診
断（定期・臨時）の実施状況、指導区分、
健康管理講習会の実施、安全運転の取
組状況

・健康安全管理委員会については、年に１回実施していることを確認。
・健康診断が適切に実施されており、指導区分についても適切に実施
されていることを確認。
・健康管理講習会及び安全運転講習会については、実施していること
を確認。

超勤の縮減

取組状況、管理職員及び勤務時間管理
員の啓蒙状況の確認、定時退庁日に定
時退庁できなかった職員に対する指導方
法の確認

・超勤の縮減については、定例会等での実績報告と状況分析、所属
長に対するヒアリング、業務の平準化に向けた取り組みなどを実施し
ていることを確認。
・定時退庁日の放送や声掛け等の実施していることを確認。

事故防止

工事事故の防止

事故数の推移、事故情報の共有、工事事
故防止重点対策の実施状況、事故再発
防止対策の工夫等再発防止対策。緊急
時の連絡体制

・毎月の安全協議会や安全パトロールなどを実施し、安全に関する情
報共有、注意喚起を実施していることを確認。
・事故事例を踏まえた対策（実証実験による作業員への認識向上な
ど）や幹部職員による現場臨場による注意喚起など実施していることを
確認。

公共施設の安全管
理

パトロール、定期点検、瑕疵情報の共有、
緊急時の連絡体制

・情報の共有、情報の収集、情報の提供など工夫をし実施しているこ
とを確認。

危機管理

緊急時における対応
広報対応、通信機器等の整備状況、重要
情報の誤送信防止、問題発生時における
迅速な報告

・緊急時における広報体制については、整備されていることを確認。
・重要情報の誤送信防止の通知、発生時の迅速な報告が周知されて
いることを確認。
・重要情報の誤送信防止措置について、点検、確認が実施されてい
ることを確認。



人材育成

コンプライアンス徹底に

災害時の要員参集
連絡体制の周知及び確認、休日等の体
制、職員及び家族の安否確認、初動訓練
及び実働訓練の実施状況

・連絡体制については、常に最新のもので周知されていることを確認。
休日等の体制についても、年間を通じた体制は概ね確保されているこ
とを確認。
・職員及び家族の安否確認については、整備局のシステムを活用して
いることを確認。
・災害時に備え各種訓練が行われていることを確認。継続性を重点の
１つとして、通年にわたり計画的に訓練を行っている事例があった。

食料等の備蓄
備蓄計画の確認、現在備蓄している品
目・数量内容

食料等の備蓄については、職員数の約３日分の備蓄していることを確
認。

職場内研修等の実
施調査

部下育成等の取り組み状況
職場内研修については、事務所独自の研修や県ブロックにおける研
修に参加していることを確認。

社会貢献

ボランティアの実施
例の調査

職員等による地域貢献実施例の有無
時間外における庁舎周辺の清掃や地元市町村が休日に主催する清
掃活動に、ボランティアとして職員が参加していることを確認。

関する事務所幹部職員（所長、副所長）の取組状況【幹部職員に対するヒアリング】
ヒアリング項目

談合防止、公務員倫理、服務規
律、重要情報の誤送信防止に関
する取組

下記に示すようなコンプライアンスに関する意識の向上と徹底に向けた認識を確認。
・国民に疑念を持たれない行動をとる。
・意識の改革は継続して行っていく。
・職員が受け身ではなく、誇りをもって取り組むようリーダーシップを発揮していく。
・風通しのよい職場作りに心がけていく。

総　　　　　評
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